
≪縦覧制度≫

　土地及び家屋について、納税者が自己の所有する資産の価格と村内にある他の土地や家屋の価格を比較し、ご

本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度です。

≪閲覧制度≫

　ご自身の資産について、価格等を固定資産課税台帳で確認できる制度です。また、借地人・借家人も関係する

固定資産について固定資産課税台帳登録事項を確認できます。

　◆縦覧・閲覧期間　　４月１日（火）～５月３０日（金）

　　　　　　　　　　　８：３０～１７：１５（土・日・祝日を除く）

　◆縦覧・閲覧場所　　役場税務課窓口

　◆手　　数　　料　　無　料

　◆必要となるもの　　①納税義務者本人が来られる場合

　　　　　　　　　　　　・運転免許証など本人の確認ができるもの

　　　　　　　　　　　②納税義務者の代理人が来られる場合

　　　　　　　　　　　　・納税義務者からの委任状（承諾書）

　　　　　　　　　　　　・運転免許証など代理人（受任者）の確認ができるもの

　　　　　　　　　　　③法人が納税義務者の場合法人からの委任状（承諾書）

　　　　　　　　　　　　・運転免許証など受任者の確認ができるもの

　　　　　　　　　　　④借地人・借家人

　　　　　　　　　　　　・契約書など関係書類（権利を有する者であることが確認できるもの）

　　　　　　　　　　　　・運転免許証など本人の確認ができるもの

固定資産税縦覧・閲覧のお知らせ 問税務課　☎５３・２１１３

　令和７年４月１日（火）から、ごみの減量化とリサイクルのため、西白河地方クリーンセンターに直接搬入

する「羽毛布団・羽根布団」を無料で引き取ります。

　品質表示ラベルに「ダウン」または「フェザー」が表示されているご家庭からでた布団（濡

れたもの、汚れたものを除く）のみが対象となりますので、搬入の際は計量所にお声がけくだ

さい。

　なお、布団以外のもの（ダウンジャケット、枕、座布団など）は対象外となります。

　また、ごみ集積所や粗大ごみ戸別収集での回収は行いませんのでご注意ください。

　詳細につきましては、組合ホームページでご確認ください。

羽毛布団・羽根布団のリサイクルを開始します

ホームページ

　４月８日（火）農業者トレーニングセンターにおいて、令和７年度

貯筋会が開講いたします。

　講師に三本木しのぶ先生を迎え、毎週火曜日トレーニングセンター

で前期日程２０回、後期日程２０回、合計４０回を開催予定です。

　また、随時会員を募集しておりますので、参加料を添えて農業者ト

レーニングセンターもしくは、資料館までお申し込みください。

参加料：前期�３,０００円　後期３,０００円

連絡先：農業者トレーニングセンター　☎５３－３７７５

　　　　資料館　　　　　　　　　　　☎５３－４７７７

貯筋会（前期）開講
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商標登録　第 6175634 号

福島県内では初めて、農場HACCPとJGAPの

認証取得をした、安全で安心な豚肉となっております。

ご家庭用から贈答品も扱っておりますので、是非ご賞味ください。

注文型の販売　　「肉屋　きのうち」　　営業中です

ご注文の際は、いずれかの方法でご連絡ください

TEL・FAX ： 0248-53-3420　Mail ： info@kinouchifarm.co.jp　LINE ： 090-7938-2181

生産者：株式会社 木野内ファーム

福島県西白河郡泉崎村関和久明地１５

販売所：肉屋 きのうち

福島県西白河郡泉崎村関和久下町６５ｰ１

堆肥のご注文はこちらまでお願いします

生産者：株式会社 木野内ファーム

福島県西白河郡泉崎村関和久明地１５

TEL・FAX ： 0248-53-3420

●豚ぷんは、元肥はもとより土壌改良にも利用できます。

※配送は、天候状況等により判断し、配送致しますので、
　お時間をいただく場合がございます。

●散布機で散布することも可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

家庭菜園から農業まで

　　野菜作りにぜひ堆肥をご利用ください

価　 格（税込み） 泉崎村内・
農場周辺

ダンプ　２ｔ/台 2,200円

3,300円

1,100円

2,200円

計

堆肥代

散布代

散布機
1ｔ/台 内 

訳

　農業集落排水・汚水処理施設条例第１０条（使用料の減免）により、以下のように使用料の減免制度があります。

該当される方は、建設水道課にて申請の手続きをしてください。

下水使用料の減免申請について 問建設水道課　☎５３・２１１４

減 免 対 象

・遠隔地在学中のため自宅に住んでいない学生の方がいる場合

・老人保健施設入所のため自宅に住んでいない方がいる場合

・療養病棟に入院している方がいる場合　等

減 免 金 額 条件に当てはまる方１人あたり３００円＋消費税額

提 出 書 類
・減免申請書

・添付書類（在学証明書、入所証明書及び領収書等）

申 請 期 限 令和７年６月２日（月）

そ の 他 ・前回減免申請をした方の中で、引き続き減免の対象となる場合は新たに手続きをしてください。

令和７年度泉崎村新規採用職員
　村発展のためにこれから活躍する新規採用職員です。温かい声援をお願いします。

所属：こども支援課

趣味：旅行、温泉めぐり

抱負：経験を活かし、これからの泉崎村

の発展に貢献したいと思います。

吉田 友美子（よしだ ゆみこ）

所属：こども支援課

趣味：ショッピング、キャンプ

抱負：村民の皆様のお力になれるよう

日々努力してまいります。よろしくお願

いいたします。

草野 奈央（くさの なお）

所属：総務課

趣味：バスケットボール

抱負：村民の皆様のお役に立て

るよう、尽力してまいります。

よろしくお願いいたします。

常松 紀愛（つねまつ のあ）

所属：幼稚園

趣味：バスケットボール、料理

抱負：一日でも早く職務を習得

し、村民の皆様のお力になれる

よう、誠心誠意努めてまいります。よろしく

お願いいたします。

緑川 ひかる（みどりかわ ひかる）

所属：保健福祉課

趣味：ドライブ

抱負：社会福祉士として、これまでの経

験を地域のために活かし、より良い福祉

の実践に貢献できればと思います。

佐藤 抄美（さとう あつみ）

所属：保健福祉課

趣味：体を動かすこと

抱負：村民の皆様の健康づくりを支えら

れるよう、精一杯努めてまいります。よ

ろしくお願いいたします。

前田 咲蘭（まえだ さくら）

退
職
者

（
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公式SNSこちらもチェック！

泉崎カントリーヴィレッジ泉崎さつき温泉
SPA&SPORTS PUBLC HOTEL Izumizaki Country Village

e-mail：spa@izumizaki-cv.com　☎５３－４２１１

Izumizaki-Country　Village B・B・Q Party Plan　2025 4.1～11.30

バーベキューガーデンOPENです！おまたせしました！

BBQセット
1人前（税込） 3,300円 肉だけセット

1人前（税込） 2,500円
※場所のみ貸出の場合 大人＠800円（中学生から）// 小人＠600円（４才児から）税込み

～～～ 部活 ・ クラブ ・ 職場のみんなで一緒に B ・ B ・ Q はいかがでしょうか？　～～～

　日本国内に住むすべての方は、２０歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけら

れていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられてい

ます。学生（大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校等）の方は、申

請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。保険料の納付が困難な

場合は申請をお願いします。

　承認された期間の保険料は猶予されます。（承認を受けた期間の保険料は、１０年以内であればあとから納める

こと（追納）が可能です。）

◆申請先

　・住民登録をしている市町村役場の国民年金担当窓口

　・お近くの年金事務所

　・マイナポータル（Webまたはアプリ）

　　※マイナポータルを利用した電子申請の場合は、マイナンバーカードが必要です。

◆申請に必要なもの

　・基礎年金番号通知、年金手帳等

　・学生証、在学証明書等

　・マイナンバーカード（マイナポータルを利用し、電子申請をする方）

㉄住民生活課　　　　☎０２４８－５３－２１１２

㉄ねんきんダイヤル　☎０５７０－０５－１１６５

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内 問住民生活課　☎５３・２１１２

樹木や生垣等の適切な管理について 問建設水道課　☎５３・２１１４

樹木や生垣等の伐採・剪定をして適切な管理をお願いします。

　車道に樹木や生垣等が張り出していると通行に支障となるだけでなく、《交通障害》を引き起こす場合があり

ます。

　樹木や生垣等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合、所有者の方が《損害賠償責任》を

問われることがあります。（民法第７１７条・道路法第４３条）

　道路での事故防止のためにも、樹木や生垣等の所有者の皆様には伐採・剪定等の適切な管理をしていただくよ

うお願いします。（民法第２３３条）

　左側の樹木は道路に干渉し、歩行者、車両

等の交通を妨げる可能性があります。このこ

とが原因で事故が起きた場合、樹木の所有者

の方が責任を問われる場合があります。

　交通を妨げ、事故の原因をつくらないため

にも、右側の樹木のように伐採・剪定等を行

うようお願いします。
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